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第２章 事 業 概 要 

１ 食肉動物の検査について 

 

（１） と畜検査頭数 

平成２９年度の総と畜検査頭数は１４４,９０３頭です（表１）。 

 

表１ 畜種別と畜検査頭数の推移 

29年度 28年度 増△減 前年度比

9,835 11,046 △ 1,211 89%

(11) (8) (3) 138%

504 665 △ 161 76%

(8) (8) (0) 100%

0 0 0

(0) (0) (0)

10,339 11,711 △ 1,372 88%

(19) (16) (3) 119%

6 7 △ 1 86%

(0) (0) (0)

130,846 129,435 1,411 101%

(0) (0) (0)

3,712 3,782 △ 70 98%

(0) (0) (0)

134,558 133,217 1,341 101%

(0) (0) (0)

0 0 0

(0) (0) (0)

0 0 0

(0) (0) (0)

134,564 133,224 1,340 101%

(0) (0) (0)

144,903 144,935 △ 32 100%

(19) (16) (3) 119%

畜種

大
動
物

計

当才

肉用牛

乳用牛

合計

馬

子牛

めん羊

豚 大貫

総計

合計

山羊

中
小
動
物

 
（ ）は病畜の検査頭数です。 
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（２） と畜場外とさつ 

と畜場外とさつ（切迫とさつ）はありませんでした。 

 

（３） と畜検査の結果に基づく処分頭数 

とさつ・解体禁止、全部廃棄、一部廃棄のいずれかの処分をした食肉動物の頭数

は１３３，１０６頭で、総検査頭数の約９１．９％にあたりました。また、処分内

容では畜種にかかわらず大部分を一部廃棄処分が占めていました （表２、３）。 

 

表２ 畜種別処分頭数 

とさつ・

解体禁止

牛 10,339 7,286 70.5% 0 16 7,270

子牛 6 6 100.0% 0 0 6

豚 134,558 125,814 93.5% 0 27 125,787

合計 144,903 133,106 91.9% 0 43 133,063

全部廃棄 一部廃棄

処分内容

検査頭数

処分数

頭数 百分率

 

 

表３ 処分頭数の推移 

とさつ・

解体禁止

平成27年度 148,448 135,084 91.0% 0 73 135,011

平成28年度 144,935 133,288 92.0% 3 60 133,225

平成29年度 144,903 133,106 91.9% 0 43 133,063

検査頭数

処分数 処分内容

頭数 百分率 全部廃棄 一部廃棄
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（４） 器官別病変百分率 

病変の検出を器官別にみると、牛では総病変数１４，０５２件に対し、消化器系

に６，１９１件（４４．１％）、運動器系に３，２２４件（２２．９％）、呼吸器

系に３，１１３件（２２．２％）の順に（図１）、豚では総病変数２２４，７２９

件に対し、呼吸器系に１５０，１７４件（６６．８％）、消化器系に５３，５０６

件（２３．８％）、循環器系に９，５０５件（４．２％）の順に（図２）病変が多

く認められました。 

 

図１ 牛における器官別病変百分率  

消化器系

44.1%

運動器系

22.9%

呼吸器系

22.2%

泌尿･生殖器系

6.2%

皮膚･皮下織･蹄

2.6%
その他

2.0%

牛

総件数

14,052

 
 

 

図２ 豚における器官別病変百分率 

呼吸器系

66.8%消化器系

23.8%

循環器系

4.2%

運動器系

3.1%

泌尿･生殖器系

1.5% その他

0.6%

豚

総件数

224,729
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（５） 上位５位病変検出率 

病変件数の多いものを百分率で示しました。牛では胸膜炎が、次いで肝出血が多

く認められました。豚ではカタル性肺炎が多く認められ、次いで胸膜炎が多く認め

られました（表４）。 

 

表４ 畜種別病変検出率（％）上位５位 

順位

１ 胸膜炎 13.2% 筋肉出血 12.9% カタル性肺炎 36.0%

２ 肝出血 13.1% 肺気腫 10.3% 胸膜炎 20.9%

３ 筋肉出血 11.5% 胸膜炎 10.1% 肝包膜炎 9.0%

４ 腸間膜脂肪壊死 8.3% 肝包膜炎 9.9% 間質性肝炎 6.0%

５ 肝包膜炎 7.1% 肝出血 8.2% 腹膜炎 4.9%

肉用牛 豚乳用牛

 
 

（６） とさつ・解体禁止及び全部廃棄処分頭数 

全部廃棄処分は、牛では牛白血病、敗血症、尿毒症、高度の黄疸が認められまし

た。豚では敗血症、膿毒症、尿毒症、腫瘍、白血病が認められました（表５）。 

また、とさつ・解体禁止処分はありませんでした。 

 

表５ とさつ・解体禁止及び全部廃棄処分頭数 

合計 肉用牛 乳用牛 豚(当才) 豚(大貫)

豚丹毒 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0

牛白血病 12 10 2 0 0

白血病 1 0 0 1 0

豚丹毒 0 0 0 0 0

サルモネラ症 0 0 0 0 0

膿毒症 6 0 0 6 0

敗血症 17 1 1 14 1

尿毒症 4 1 0 3 0

高度の黄疸 1 1 0 0 0

高度の水腫 0 0 0 0 0

腫瘍(白血病をのぞく） 2 0 0 2 0

中毒諸症 0 0 0 0 0

抗生物質残留 0 0 0 0 0

合計 43 13 3 26 1

43 13 3 26 1

と
さ
つ
・

解
体
禁
止

総計

病名

全
部
廃
棄

 



9 

 

 

２ 食鳥の検査について 
 

「食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律」に基づく業務のうち、許可権

限（市長許可）を除く業務所管を食肉衛生検査所とし、関係申請書類等の受理、監

視指導等を実施しました。 
 

（１） 食鳥処理場及び届出食肉販売業者の施設数 

施設はすべて年間処理羽数が３０万羽以下の認定小規模食鳥処理場であり、現

在２３施設あります。また、食肉販売業の許可を受けている者が届出をし、検査

に合格した食鳥とたいを認定小規模食鳥処理業者に販売する届出食肉販売業者

は２施設が営業です。なお、これらの施設に対して延２２回の監視指導を実施し

ました。 

 

（２） 食鳥処理衛生管理者数 

認定小規模食鳥処理場には、食鳥処理衛生管理者を置くことが義務づけられて

おり、その設置者数は５０人です。 

 

（３） 確認状況及び措置 

認定小規模食鳥処理場では、食鳥処理衛生管理者が「確認規程」に基づき異常

の有無を確認することが義務づけられています（表１）。 

 

表１ 認定小規模食鳥処理場における確認状況及び措置 

合計

106,127

106,114

13

全部廃棄 0

一部廃棄 13

不適合に対する措置の
内容内訳

確認状況及び措置

異常の有無の確認羽数

基準適合羽数

基準不適合羽数
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 （４） 精密検査 

残留有害物質の検査所独自モニタリング検査及び食中毒原因細菌の検査を実施

しました。 

残留有害物質の検査は食鳥の筋肉について実施し、結果はすべて陰性でした（表

２）。食中毒原因細菌の検査は食鳥の筋肉、食鳥処理施設内器具等及び従業員の手

指について実施しました（表３）。 

表２ 残留有害物質検査件数    

一
斉
法
Ⅰ

抗
生
物
質

テ
ト
ラ
サ
イ
ク
リ
ン
系

内
寄
生
虫
用
剤

抗
生
物
質

計

検査所独自
モニタリン

グ検査
筋肉 20 780 0 0 0 780

20 780 0 0 0 780

分　　類

検
査
検
体

検
査
検
体
数

検査項目

総　　　計  
※ 結果はすべて陰性でした。 
 

表３ 食中毒原因細菌検査件数 

大
腸
菌
群

大
腸
菌
数

黄
色
ブ
ド
ウ
球
菌

リ
ス
テ
リ
ア

サ
ル
モ
ネ
ラ

・
ジ
ェ
ジ
�
ニ

カ
ン
ピ
ロ
バ
ク
タ
ー

・
コ
リ

カ
ン
ピ
ロ
バ
ク
タ
ー

O
1
5
7

腸
管
出
血
性
大
腸
菌

O
2
6

腸
管
出
血
性
大
腸
菌

O
1
1
1

腸
管
出
血
性
大
腸
菌

O
1
0
3

腸
管
出
血
性
大
腸
菌

O
1
2
1

腸
管
出
血
性
大
腸
菌

O
1
4
5

腸
管
出
血
性
大
腸
菌

腸
球
菌

バ
ン
コ
マ
イ
シ
ン
耐
性

計

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
(0) (0) (13) (1) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

72 72 72 72
(32) (14) (11) (9)
18 18 18 18
(7) (0) (1) (2)

110 90 90 110 20 110 20 20 20 20 20 20 20 20 20 600

0 0 0 0 720

総　　　計

0 288

手指・
その他

18 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0食鳥処理施設
フードスタンプ検
査

器具等 72 0 0 0

分類

検
査
検
体

検
査
検
体
数

検査項目

食鳥肉検査 筋肉 20 0 0 240

※（ ）内は陽性検体数を表します。 
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３ 試験検査について 
（１） と畜検査関係 

ア  精密検査 

と畜検査において、と畜場法における全部廃棄の対象となる重篤な疾病が疑わ

れたものについては検査を保留し、微生物学的、病理学的、理化学的に精密検査

を行います。精密検査の結果と剖検所見に基づき処分を決定しています。 

平成２９年度は、６１頭の獣畜を検査保留としました（表１） 。 

 

表１ 保留検査の疾病別検査件数 
検査区分

疾病名 微生物検査 病理検査 理化学検査 総　数
牛白血病 牛 12 0 562 0 562
白血病 豚 1 0 27 0 27
豚丹毒 豚 1 14 2 0 16

サルモネラ症 豚 2 0 11 0 11
膿毒症 豚 0 0 0 0 0

牛 2 148 8 0 156
豚 21 1,082 41 0 1,123

敗血症（非定型抗酸菌症） 豚 5 0 221 0 221
牛 3 0 9 8 17
豚 5 0 12 38 50
牛 2 0 7 8 15
豚 3 0 13 8 21

高度の水腫 牛 0 0 0 0 0
牛 0 0 0 0 0
豚 4 0 103 0 103

中毒諸症 豚 0 0 0 0 0
抗菌性物質残留 牛 0 0 0 0 0

61 1,244 1,016 62 2,322合計

保留頭数
検査項目数

敗血症

尿毒症

高度の黄疸

全身性腫瘍（白血病を除く）

 
 

 

 

イ 牛海綿状脳症（ＢＳＥ）検査 

 「牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則（厚生労働省令）」に基づき、牛のス

クリーニング検査を実施しています。 

 平成２９年度は、牛６頭について検査を実施し、全て陰性でした。 
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（２） 微生物検査関係 

ア と畜場内の衛生状況 

次の検査を実施し、検査結果を衛生指導に役立てました（表２）。 

（ア）厚生労働省通知（平成９年１月２８日、平成９年４月８日）に基づき、枝肉

の生菌数、腸管出血性大腸菌（O157、O26及びO111）、サルモネラ、黄色ブド

ウ球菌の検査を実施しました。なお、設置者の依頼により大腸菌数の検査を実

施しました。 

（イ） 厚生労働省通知（平成２９年７月１０日）に基づき、牛枝肉の生菌数及び大

腸菌群の検査を実施しました。 

（ウ） 厚生労働省通知（平成２９年７月１０日）に基づき、豚枝肉の生菌数及び大

腸菌群の検査を実施しました。 

 

表２ と畜場内の衛生状況調査件数 

生
菌
数

大
腸
菌
数

大
腸
菌
群

黄
色
ブ
ド
ウ
球
菌

サ
ル
モ
ネ
ラ

O
1
5
7

腸
管
出
血
性
大
腸
菌

0
2
6

腸
管
出
血
性
大
腸
菌

0
1
1
1

腸
管
出
血
性
大
腸
菌

計

枝 肉 253 238 238 238 115 115 58 58 58 1,118

肝 臓 58 0 0 0 0 0 58 58 58 174

255 235 235 235 115 125 0 0 0 945

566 473 473 473 230 240 116 116 116 2,237総　計

分
　
類

検
査
検
体

検
査
検
体
数

検査項目

フ
キ
ト
リ
検
査

牛

豚枝肉

 
 

イ  食肉処理施設及び食鳥処理施設の衛生状況 

市場内の食肉処理施設３社（４施設）及び市内の食鳥処理施設において、施設

内の器具類及び従業員の手指等を対象に細菌検査を実施し、検査結果に基づいて

衛生指導を行いました（表３）。 

 

表３ 食肉処理施設及び食鳥処理施設の衛生状況調査件数 

大
腸
菌
群

大
腸
菌
数

黄
色
ブ
ド
ウ
球
菌

サ
ル
モ
ネ
ラ

計

51 51 51 51
(17) (1) (0) (0)

9 9 9 9
(1) (0) (1) (0)
72 72 72 72

(32) (14) (11) (9)
18 18 18 18

(7) (0) (1) (2)

150 150 150 150 150 600

分類

検
査
検
体

検
査
検
体
数

検査項目

食肉処理施設
器具等 51 204

手指・その他 9

総　計

36

食鳥処理施設
器具等 72 288

手指・その他 18 72

 
※（ ）内は陽性検体数を表します。食鳥処理施設における調査件数は「食鳥の検査について」のﾍﾟｰｼﾞからの再掲です。 



13 

 

 

ウ 食肉及び食鳥肉収去品・食肉流通品の食中毒原因細菌検査 

市内の食鳥処理施設から収去した食鳥肉、市場内の食肉処理施設から収去した

食肉及び市内流通の食肉の食中毒原因細菌の検査を実施しました （表４）。市

内流通の食肉については、横浜市食品衛生監視指導計画に基づき食品専門監視班

が収去した食肉の検査を行いました。 

 

表４ 食中毒原因細菌検査件数 

大
腸
菌
群

大
腸
菌

黄
色
ブ
ド
ウ
球
菌

リ
ス
テ
リ
ア

サ
ル
モ
ネ
ラ

エ
ル
シ
ニ
ア

・
ジ
ェ
ジ
�
ニ

カ
ン
ピ
ロ
バ
ク
タ
ー

・
コ
リ

カ
ン
ピ
ロ
バ
ク
タ
ー

O
1
5
7

腸
管
出
血
性
大
腸
菌

O
2
6

腸
管
出
血
性
大
腸
菌

O
1
1
1

腸
管
出
血
性
大
腸
菌

O
1
0
3

腸
管
出
血
性
大
腸
菌

O
1
2
1

腸
管
出
血
性
大
腸
菌

O
1
4
5

腸
管
出
血
性
大
腸
菌

腸
球
菌

バ
ン
コ
マ
イ
シ
ン
耐
性

計

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
(0) (0) (13) (1) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
(11) (0) (0) (0) (1) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

(8) (1) (1) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)
筋肉

(ミンチ肉、結着肉、馬刺し等)

80 60 0 80 80 80 60 80 80 80 80 80 80 80 80 20 1,020

0

520

分類

検
査
動
物

検
査
検
体

検
査
検
体
数

検査項目

食鳥肉収去検査 鶏 筋肉 20

0

0 0 240

市場内食肉処理施設
収去検査

牛、豚 筋肉 40 0 0

0 0

食品専門監視班収去検査 牛、豚 筋肉 20 0

0 0

260

食品の汚染実態調査 牛、豚、馬、鶏 0 0 0 0 0 0 0 0 0

総　　　計

0 0 0 0

（ ）内は陽性検体数を表します。鶏に関する検査件数は「食鳥の検査について」のﾍﾟｰｼﾞからの再掲です。 
 

エ 調査研究他 

牛直腸及び第１胃内容物中の食中毒菌の保菌調査を実施しました（表５）。検

査室の精度管理（GLP）に基づき内部・外部精度管理を実施しました（表６）。 

 

表５ 保菌調査件数 

検査検体数 検査項目数

直腸内容物 110 440

第１胃内容物 50 200

160 640

牛の保菌調査

総　　計

分　　類

 
 

 

表６ 精度管理検査件数 

検査検体数 検査項目数

16 70

4 6

20 76

分　　類

内部精度管理

外部精度管理

総　　計
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（３） 病理検査関係 

病理検査は２３５頭、１，７４６項目実施し、症例を集積しました。そのうち凍

結切片を３９頭、６５項目実施し、早期診断に役立てました(表７)。各種の腫瘍が

検出されました(表８)。 

 

表７ 病理検査件数 

検査項目 検査頭数 検査項目数

一般病理検査 211(33) 820(44)

保留検査 22(5) 913(18)

病理依頼検査 2(1) 13(3)

合計 235(39) 1,746(65)
 

（ ）内は凍結切片による検査数です。 

 

表８ 腫瘍の認められた検査頭数 

肉牛 乳牛 当才 大貫
牛白血病 10 2
白血病 1 0

悪性中皮腫(上皮型） 1 0 0 0
胸腺腫 0 0 1 0

食道の乳頭腫 5 0 0 0
黒色細胞腫 0 0 1 0

悪性黒色腫 0 0 4 0

肝細胞腺腫 0 0 0 1

肝細胞癌 0 0 1 0

胆管癌 0 1 0 0

脾臓の血管肉腫 2 0 0 0

腎芽腫 0 0 1 1

卵巣の血管腫 0 0 0 2

子宮平滑筋腫 0 0 0 2

牛 豚
腫瘍名
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（４） 理化学検査関係 

ア 残留有害物質検査 

市場内を流通する食肉に対して、厚生労働省通知及び検査所独自に基づくモニ

タリング検査を、残留有害物質について実施しました。また、市内流通食肉につ

いても、横浜市食品衛生監視指導計画に基づき食品専門監視班が収去した食肉の

残留有害物質検査を行いました（表９）。 

平成２９年度の検査において違反と判定された検体はありませんでした。 

 

表９ 残留有害物質検査件数 

一
斉
法
Ⅰ

抗
生
物
質

テ
ト
ラ
サ
イ
ク
リ
ン
系

内
寄
生
虫
用
剤

抗
生
物
質

計

筋肉 80 3,120 0 0 0 3,120

脂肪 0 0 0 0 0 0

筋肉 30 1,170 0 0 0 1,170

脂肪 0 0 0 0 0 0

鶏 筋肉 20 780 0 0 0 780

筋肉 10 390 0 0 0 390

腎臓 10 0 30 0 0 30

脂肪 10 0 0 40 0 40

筋肉 30 1,170 0 0 0 1,170

腎臓 30 0 90 0 0 90
脂肪 30 0 0 120 0 120

筋肉 0 0 0 0 0 0

脂肪 0 0 0 0 0 0

筋肉 0 0 0 0 0 0

脂肪 0 0 0 0 0 0

筋肉 16 624 0 0 0 624

脂肪 16 0 0 64 0 64

筋肉 24 936 0 0 0 936

脂肪 24 0 0 96 0 96

330 8,190 120 320 0 8,630

監視班収去

仲卸収去

豚

分　　類

検
査
動
物

検
査
検
体

牛

豚

総　　　計

牛

豚

牛

検
査
検
体
数

検査項目

検査所独自モニタリング検査

牛

豚

厚生労働省通知に基づく
モニタリング検査

 
※テトラサイクリン系抗生物質は、テトラサイクリン、オキシテトラサイクリン、クロルテトラサイクリンの３項目で

す。 

※鶏に関する検査件数は「食鳥の検査について」のﾍﾟｰｼﾞからの再掲です。 
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イ その他 

検査室の精度管理（GLP）に基づき内部精度管理を３６検体、１４８項目、外部

精度管理を１検体、５項目実施しました。 

また、と畜検査の通常検体精密検査を２３検体、３９項目実施しました（表１０）。 

 

表１０ 精度管理検査件数その他 

検査検体数 検査項目数

36 148

1 5

23 39

60 192

分　　類

外部精度管理

その他(通常検体)

総　　計

内部精度管理
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（５） 放射性物質検査関係 

東日本大震災による福島第一原子力発電所の事故により、放射性物質に汚染した

稲ワラを給餌された牛がと畜され、食肉として流通するという事例が生じました。

このため、全国に先がけて平成２３年８月８日から、と畜場に搬入されたすべての

牛について、放射性物質スクリーニング検査を実施しています。 

平成２９年度は、１０，３４５頭の全頭検査を実施し、すべて基準値（１００Bq

／kg）以下でした。
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４ 牛特定部位の使用等の許可について 

牛の特定部位については、「牛海綿状脳症対策特別措置法」第７条第２項の規定

に基づき、学術研究等の目的で使用する場合に限り、焼却による処理を免除し、使

用を許可しています。 

 

（１） 使用許可施設数 

主な許可施設は大学歯学部、歯科医療関連企業です。 

 

表１ 牛の特定部位使用許可状況 

特定部位の種類

新規 1施設

更新 3施設

提供施設数

歯 4施設
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５ 学会・研修会等の発表 

 
表1 学会・研修会等 

実施日 学会・研修会名 演　　題

平成29年9月10日 平成29年度 関東・東京合同地区獣医師大会・三学会 豚の疣贅性心内膜炎と類似病変の鑑別について

LC/MS/MSによるアミノグリコシド系薬剤分析法について
食肉衛生検査所で病理検査を実施した依頼品について

平成29年10月6日 第35回 理化学部会　総会・研修会 LC/MS/MSによるアミノグリコシド系薬剤試験法の検討について

平成29年11月2、3日 第74回 全国食肉衛生検査所協議会 病理研修会 豚の卵巣

平成29年9月22日 第52回 横浜市 保健・医療・福祉 研究発表会 

発表内容は第３章を参照して下さい。 
 
表２ 所内研修会等 

実施日 研修会名

平成29年7月4日 所内病理勉強会

平成29年7月11日 所内病理勉強会

平成29年12月5日 第74回病理研修会の症例紹介

平成29年12月12日 所内病理勉強会

平成30年1月30日 所内病理勉強会  
 

６ 衛生講習会 

 
実施日 講習会名 講習内容 参加人数

平成30年2月28日 食品衛生講習会 と畜解体業者を対象とした食品の衛生講習会 60人  
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A

B 

 

 

 
 

 

 

→

HPLC  

 

MS/MS

 
A A  
B B  
C C  

  

 
100  

 
100  

 

 

 

 HILIC 

and 



 

‐ 40 60

→

0

MS/MS
 

HILIC

MS/MS  
 

 positive  

  1/2 
243.2 163.3/162.2 

 322.3 160.3/112.3 
582.4 263.4/246.2 

 292.7 263.3/176.3 
351.3 333.3/98.1 

Waters Xbridge BEH HILIC 2.5μm
2.1x100mm

 
min A% B% 
0.0 5 95 
0.5 5 95 
5.5 75 25 
5.6 99 1 
8.0 99 1
8.1 5 95 
13.0 5 95 

A: 0.1%  
B: 0.1%  

2%
+10mM
+0.4mMEDTA

GL-Sciences InertSep
PLS-2 270mg/20mL

⇒TC



 
ppm 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

RSD% 
 

RSD% 

(3 ) 0.04 62.3 94.4 - - - 

(1 ) 0.1 20.8 26.2 - - - 

0.6 70.0 95.0 78.3 7.268 12.432 

  0.6 78.5 112.5 96.6 2.916 13.213 

0.5 72.4 92.8 83.6 4.809 8.683 

H

  

 
ppm   

ppm  

0.1 31.5 19.3 0.5 29.1 28.1 

 0.1 38.2 33.3 0.1 (38.4) (42.9) 

0.6 63.5 49.3 0.6 58.9 79.3 

0.6 82.7 67.2 0.6 71.7 70.7 

0.5 106.0 80.7 0.5 72.1 75.5 

 

30 100

pH
pH

10ml
- 50 50 10ml

100
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